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平成２１年度環境省入札監視委員会定例会審議概要

開催日及び場所 平成２１年６月４日（木） 環境省第１会議室

出 席 委 員 川名英子（会社顧問 、河野正男（大学教授 、東田親司（大学） ）

（50音順） 教授 、宮崎裕子（弁護士 、吉田博宣（大学教授)） ）

審議対象期間 平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日

抽出案件 総数３件

工事希望型競争 １件 ・平成２０年度支笏湖自然保護官事務所新築工事

及び解体撤去工事

一般競争 ２件 ・平成２０年度由良集団施設地区生石園地整備工事

（総合評価方式）

・平成２０年度新宿御苑菊上屋等設置工事

意見・質問 回 答

委員からの意見・ 別紙のとおり 別紙のとおり

質問、それらに

対する回答等

委員会による意

見の具申又は勧 意見の具申又は勧告は無し。

告の内容
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別紙 委員からの意見・質問、それらに対する回答等

抽出案件 意見・質問 回 答

工事希望型競争入札

・平成２０年度 技術資料の提出要請及

支笏 湖自然保護 官 び選定について

事務 所新築工事 及

び解体撤去工事 ①提出を要請した数よ ①年度末で技術者を配置できなかったこ

りも提出者が少数で とや今回の条件とした次世代省エネ基

あった理由をどのよ 準適用住宅の実績がなかったことが推

うに考えているか。 測される。

②業者を絞り込む際の ②当事務所では支庁単位により、自然災

条件の正当性につい 害等の事故があったときに、工事の実

て、確認はどこで取 施箇所からある一定距離の範囲内で実

るのか。 施できる者及び中小企業育成の観点を

基準に絞り込みをして、正当性を確保

している。

③契約委員会等で最終 ③契約委員会が最終的に決定し、その決

的に決定し、それに 定に従って契約を進めている。

従い進めるのか。

④一支庁や一定距離以 ④平成20年５月に公共工事の品質確保に

内という範囲の定め 関する当面の対策の中で、地場産業の

方は 狭すぎないか 育成として、中小企業の参加を進める、 。

この工事では、中小 通知を発出している。

企業を北海道経済の 今回の工事規模は、中小企業でも十分

ために選定したとい 対応できる規模であり、大企業も当然

うが、大企業の入る 参加できる形であった。

余地はないのか。 また、そのエリアの中での工事は、そ

の支庁管内という整理をしている。

企業のランクについて

①金額による業者選定 ①今回の工事希望型競争入札の場合は、

基準はあるのか。 中小企業でも十分実施できる案件であ

ルールのようなもの り、契約委員会でも中小企業育成とい

があって然るべきで う観点から中小企業を選定した。

はないか。 該当等級が定めてあり、工事の発注規
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模により資格審査を実施し、大まかな

分類分けは出来ている。ある程度の基

準を明確にする必要はある。

、 、②Ａ、Ｂ等でランクさ ②工事の規模は Ａランクは３億円以上

れている範囲内の業 Ｂが１億円以上３億円未満、Ｃが３千

務をその規模の業者 万円以上１億円未満、Ｄが３千万円未

に行わせるのは、環 満で整理され、ランクづけは資格審査

境省で決めているの を実施し、過去の実績等も勘案されて

か。 おり、大企業、中小企業という分け方

ではない。

また、対象者が少ない場合は、範囲を

広げている。

③発注側が工事希望型 ③今回の工事は、省エネ基準を適合した

競争入札に決めたの 住宅の建築希望があり、その技術を持

か。 った者の選定過程で、技術資料の提出

今回の工事では、技 を求めたこの契約方式にすることがポ

術資料の提出が前提 イントとなり、契約委員会で決められ

条件に採用されたと た。

いうことか。

④Ａ Ｂ等のランクは ④２年に１度、定期的な改正がある。、 、

定期的に見直しがさ また、登録は随時受け付けており、申

れるのか。 請があれば評価し、Ａ、Ｂ等のランク

づけの後、随時競争に参加できること

となっている。
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抽出案件 意見・質問 回 答

一般競争

・平成２０年度 １者応札について

由良 集団施設地 区

、 、生石園地整備工事 ①結果的に１者入札と ①今回の工事は 淡路島での工事であり

（総合評価方式） なった事情は何か。 島内外問わず、資材運搬や往復にかか

るコストにより敬遠されたことが１者

応札になったことと推測する。

公告の対象地域としては、兵庫県全域

とし、特に、厳しい条件は設定してい

ない。

②島内にもＡ、Ｂ等の ②昨年度も淡路島の別の地域で工事を実

、 、ランクの業者が多く 施したが その時も２者だけの参加で

あり、参加しなかっ その２者のうち、１者は入札２回目に

た原因が良く分から 辞退したこともあり、コストの問題も

ないが。 あるのか、入札参加業者は少ない状況

にある。

③１者応札になると落 ③特に、競争相手がいない１者応札の場

札率が高くなるが、 合は、競争的な価格よりは高めに札が

参加者を増やす努力 入り、次第に下がる傾向があり、往々

。はしているのか。 にして落札率が高くなる可能性はある

１者応札の回避策は、なるべくランク

の範囲を広げることや電子入札を実施

しており、広報の仕方も新聞を使った

り、長期間の広報を行う等、工夫して

いる。

また、本省でも、積極的に多くの企業

に参加していただこうと、実際に参加

できなかった理由等のアンケート調査

を実施し、その意見等から事前に広く

情報が行き渡るような努力等の改善策

を考えている。

④この工事の競争参加 ④今回の工事では、元請の経験を求めて

、 、資格では、元請の実 いるが 今現在のところ公共工事では

績が重視されている 元請の経験を求めることが多いと判断

ようだが、厳しい条 している。
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件ではないのか。

⑤下請工事であれば、 ⑤委員の発言も理解できるが、現行では

ＪＶで20％なら実績 国土交通省の場合等、元請が主流とな

に入れるとあり、そ っている。

れがネックならば、

もう少し考える余地

。があるのではないか

契約変更を行っている

ことについて

①契約期間終了間際に ①工事の施工場所が自然豊かなところに

契約が変更されてい あって、予期できない事案や気象条件

るが、変更の理由は により、補強すべきところが出てきた

何か。 ことが変更の理由である。

②もっと早めに変更は ②補強すべきところの細かい積み上げが

できなかったのか。 あり、最終的にこの時期となった。

・平成２０年度 工事の仕様について

新宿 御苑菊上屋 等

設置工事 ①類似の工事があるが ①菊上屋材料倉庫建築工事であるが、こ、

それとの関係はどう れは上屋の材料を収納していた倉庫が

か。 老朽化したため建て直した建築工事で

あり、菊上屋等設置工事は、上屋を建

てるとともに、その中に菊を植栽・展

示し、展示終了後に撤去する造園工事

で、全く違う工事である。

②材料は去年使用した ②木軸上屋は再利用するが、竹軸上屋は

ものを再度組み立て 毎年新しい竹で作り直している。

るのか。

③倉庫の工事は、どこ ③別の業者であり、今回の菊上屋等設置

の業者が請け負った 工事は、造園業者でないとできない工

のか。 事である。

④今回の工事は、毎年 ④毎年、同じ仕様である。

。同じ仕様になるのか

１者応札について

①今回の応札は、１者 ①毎年同じ業者となっている。菊の開花

だけだったが、毎年 時期は、全国同じ時期になるため、工
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同じ業者か。 事も集中するので、業者も限られてし

まうのではないかと推測する。

②18年度から一般競争 ②１者応札となっている。20年度からは

入札だが、いつも１ 条件を緩和しているが、１者のみの応

者応札なのか。 札であった。

③一般競争入札にした ③毎年、物価、賃金等の変動により、予

後の予定価格は、そ 定価格も違っている。

の前と同じか。

④仕上がりは、毎年同 ④木軸は、既存のものをそのまま組み立

じ形になるのか。 てるため形は同じ。竹軸は、竹が新し

、 。くなるが 仕上がりは毎年同じになる

⑤参加資格の一つに、 ⑤菊花展の殆どが上屋を建てており、竹

竹軸の実績が平成15 軸の実績もあると考えられるが、新宿

年以降にあることと 御苑のような緻密な竹軸は極めて少な

なっているが、実際 いと考えている。しかし、条件として

に複数者あるのか。 は竹軸としか定めておらず、竹を使用

した上屋であれば、実績として認める

こととなる。

⑥結局、この落札業者 ⑥この業者で仕事をした技術者が、別の

だけしかこの工事が 業者に転職した場合は可能性はある。

できる業者はないの

ではないか。


